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（ 公 印 省 略 ）

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う高齢者施設等の徹底した対応について

沖縄県内の高齢者施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染者が増加傾向にあり、
県内全域において、更に拡大されることが懸念されております。
施設の皆様には、感染拡大防止対策に引き続き取り組むとともに、下記のことについて徹底

した対応を行って頂きますようお願いいたします。
本日、午後より子ども生活福祉部長による緊急記者会見を予定しております。テレビ、新聞

等の情報にも注視くださるようお願いいたします。

記
１ 職員の健康管理と就業制限について

職員が感染源とならないよう、職員は、出勤前や出勤時に検温と症状確認をし、軽微な
症状であっても出勤を控え自宅待機とすることを徹底し、早めに医師に相談して検査を受
けてください。

２ 入所者に症状を認めたときの対応について
常日頃から入所者の健康状態や変化に気を配り、発熱や咳などの症状を認めるときは、

新型コロナウイルス感染症を疑い、かかりつけ医に相談して早めの検査に繋げてください。
又、疑いがある入所者については、個室管理として、トイレもできるだけ専用とします。
ケアにあたる職員については、できるだけ症状がある入所者のみの対応とするなどして、

症状のない入所者へのケアと業務が交わることがないよう努力してください。

３ 標準予防策の徹底について
施設内で働く全ての職員は、手洗い、アルコールによる手指消毒等の標準予防策を徹底

するとともに、常にサージカルマスクを着用して業務を行ってください。
また、３密にならないよう入所者の食事場所や生活空間について工夫を行ってください。
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